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会 議 録 

会議の名称 平成 30年度第 10回西東京市選挙管理委員会 

開 催 日 時 平成 30年 12月 15日（土）午前 10時 00分から午前 10時 30分まで 

開 催 場 所 西東京市役所保谷庁舎別棟 西東京市選挙管理委員会打合せ室 

出 席 者 
曽根原良仁委員長・上原敏彦委員長職務代理者・岩越笙子委員・中江滋秀委員 

石橋尚事務局参与・菱川勝也事務局長 

議   題 

議案第 25号 西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

議案第 26号 平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における西東

京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について 

議案第 27号 平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投票

管理者及び投票管理者職務代理者の選任について 

議案第 28号 平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投票

立会人の選任について 

議案第 29号 平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期日

前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について 

議案第 30号 平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期日

前投票立会人の選任について 

議案第 31号 平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における選挙

長及び選挙長職務代理者の選任について 

そ の 他 

会 議 資 料 

の 名 称 
上記「議題」と同じ 

記 録 方 法 □全文記録 ☑発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会 議 内 容 

○ 委員長 

定刻となりましたので、ただいまから平成 30年度第 10回西東京市選挙管理委員会を開

催いたします。 

本日の議案は 7件及びその他でございます。 

初めに、議案第 25号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』

を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

○ 事務局 

議案書の 1ページをお開きください。 

議案第 25号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』御説明い

たします。 

本案は、公職選挙法第 30条の 11（在外選挙人名簿の登録の抹消）の規定に基づき、西
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東京市在外選挙人名簿から登録抹消されるものでございます。 

内容といたしましては、議案書の 2 ページに記載の男性 2 人が、登録抹消の要件に該当

するに至ったことにより抹消となるものでございます。氏名や国内での最終住所、帰国後の

住民登録の内容等の詳細につきましては、議案書に記載しておりますので、後ほど御覧いた

だければと思います。 

今回の登録及び抹消により、西東京市在外選挙人名簿に登載されている人数は、男性 87

人、女性 102人、計 189人となります。 

以上で、議案第 25号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』

の説明とさせていただきます。 

 

○ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

○ 各委員 

  特になし。 

 

○ 委員長 

特にないようですので、議案第 25号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の

決定について』は、この案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 26号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における西東

京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について』を議題といたします。 

事務局から説明を求めます。 

 

○ 事務局 

議案書の 3ページをお開きください。 

議案第 26号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における選挙人名簿

登録者数（選挙時登録）の決定について』御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 19 条（永久選挙人名簿）第 2 項の規定に基づき、選挙人名簿を

調製・保管するために御決定をいただくものでございます。 

4ページに各投票区別に登録者数を調製しております。 

資料の内容につきましては、左から、各投票区等の別、前回登録者数、今回の場合は先日

御承認いただきました、平成 30年 12月 1日の定時登録のものとなっております。 

それから市内転居、抹消者数、新規登録者数、今回登録者数となっております。 

市内転居については、市全体としては増減がありませんので、合計欄は、男性・女性それ

ぞれ 0人となっております。 

抹消者は、転出後 4 か月を経過するに至った者、死亡及び職権消除等を計算しておりま

す。 

新規登録者は、住所要件として平成 30 年 9 月 15 日以前に転入届出を行った者、年齢

要件として平成 12年 12月 24日以前（選挙時登録のため選挙日基準）に出生した者、そ

の他住所設定、帰化等を計算しております。公職選挙法の改正により選挙権年齢の満１８歳

以上になって、今回が初めての西東京市議会議員選挙となり、また、これで全ての選挙種別

について 18歳選挙権での実施となります。 



- 3 - 

 

表の右下の合計欄を御覧ください。平成 30年１２月 15日現在の選挙時登録者総数は、

男性が前回より 38人減、女性が前回より 62人減、合計で 100人減となり、男性 81,358

人、女性 87,074人の計 168,432人となるものでございます。 

以上、議案第 26号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における選挙

人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について』の説明とさせていただきます。 

 

○ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

○ 各委員 

  特になし。 

 

○ 委員長 

特にないようですので、議案第 26号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員

選挙における西東京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について』は、この案のと

おり決定いたします。 

次に、議案第 27号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投票

管理者及び投票管理者職務代理者の選任について』を議題といたします。事務局から説明を

求めます。 

 

○ 事務局 

議案書の 5ページをお開きください。 

議案第 27号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投票管理者

及び投票管理者職務代理者の選任について』、御説明いたします。 

本件は、公職選挙法第 37条（投票管理者）の規定に基づき投票管理者を、公職選挙法施

行令第 24条（職務代理者）の規定に基づき投票管理者職務代理者を、それそれ御決定いた

だくものでございます。 

資料の 6 ページに投票管理者の一覧を、7 ページに職務代理者の一覧を記載してござい

ます。各投票所に投票管理者 1 人、投票管理者職務代理者 1 人を配置することとして、合

計 58人を選任するもので、投票管理者については西東京市選挙人名簿登録者の中から、投

票管理者職務代理者については事務職員（市の職員）のうち西東京市議会議員選挙の選挙権

を有する者の中から、今までに経験のある方を中心に選出し依頼をして、それぞれ本人の承

諾を得て議案としたものでございます。 

また、御承認いただけましたらそれぞれに選任通知を送付することとしております。よろ

しく御審議をお願いいたします。 

以上で議案第 27号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投票

管理者及び投票管理者職務代理者の選任について』の説明とさせていただきます。 

 

○ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

○ 各委員 
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  特になし。 

 

○ 委員長 

特にないようですので、議案第 27号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員

選挙における投票管理者及び投票管理者職務代理者の選任について』は、この案のとおり決

定いたします。 

次に、議案第 28号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投票

立会人の選任について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

○ 事務局 

議案書の 8ページをお開きください。 

議案第 28号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投票立会人

の選任について』、御説明いたします。 

本件は、公職選挙法第 38条（投票立会人）の規定に基づき投票立会人を御決定いただく

ものでございます。 

資料の 9 ページから 10 ページまでに記載をしておりますが、各投票所にそれぞれ 3 人

ずつ配置することとして、合計 87人を選任するものでございます。 

立会人につきましては、該当する投票区の選挙人名簿登録者から選任する必要があり、当

該投票区の選挙人名簿登録者の中から、今までに経験のある方や明るい選挙推進委員の方を

中心に選出し、依頼をして、それぞれ本人の承諾を得て議案としたものでございます。 

また、御承認いただけましたらそれぞれに選任通知を送付することとしております。 

よろしく御審議の上、御決定をお願いいたします。 

以上で、議案第 28号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における投

票立会人の選任について』の説明とさせていただきます。 

 

○ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

○ 各委員 

  特になし。 

 

○ 委員長 

特にないようですので、議案第 28号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員

選挙における投票立会人の選任について』は、この案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 29号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期日

前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について』を議題といたします。事務

局から説明を求めます。 

 

○ 事務局 

議案書の 11ページをお開きください。 

議案第 29号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期日前投票

管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について』御説明いたします。 
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本件は、公職選挙法第 48 条の 2 第 5 項によって読み替えて適用する同法第 37 条（投

票管理者）の規定に基づき期日前投票管理者を、公職選挙法施行令第 49 条の 7 によって

読み替えて適用する同施行令第 24条（職務代理者）の規定に基づき期日前投票管理者職務

代理者を、それそれ御決定いただくものでございます。 

平成30年12月23日執行の西東京市議会議員選挙における期日前投票管理者及び期日

前投票管理者職務代理者につきましては、平成 30年 12月 17日から同月 22日までの間

設置する保谷庁舎及び田無庁舎期日前投票所の投票管理者及び期日前投票管理者職務代理

者を、各日各期日前投票所にそれぞれ 1 人ずつ延べ 24 人を選任するものとし、議案書の

12 ページに期日前投票管理者の一覧を、13 ページに期日前投票管理者職務代理者の一覧

を記載してございます。 

期日前投票管理者につきましては、選挙権を有する方の中から、今までに経験のある方を

中心に選出し依頼をし本人の承諾を得て議案としたものでございます。また、期日前投票管

理者職務代理者につきましては、市管理職職員のうち選挙権を有する者の中から各部の推薦

及び本人の承諾を得て、議案としたものでございます。 

御承認いただけましたらそれぞれに選任通知を送付することとしております。よろしく御

審議の上、御決定をお願いいたします。 

以上で、議案第 29号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期

日前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について』の説明とさせていただき

ます。 

 

○ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

○ 各委員 

  特になし。 

 

○ 委員長 

特にないようですので、議案第 29号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員

選挙における期日前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について』は、この

案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 30号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期日前

投票立会人の選任について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

○ 事務局 

議案第 30号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期日前投票

立会人の選任について』御説明いたします。 

本件は、公職選挙法第 48条の２第５項を読み替えて適用する同法第 38条（投票立会人）

の規定に基づき、期日前投票所の投票立会人を御決定いただくものでございます。 

平成30年12月23日執行の西東京市議会議員選挙における期日前投票立会人につきま

しては、平成 30年 12月 17日から同月 22日までの間設置する保谷庁舎及び田無庁舎期

日前投票所の投票立会人を、議案書の 15ページに記載のとおり、各日各期日前投票所にそ

れぞれ 2人ずつ延べ 24人を選任するものでございます。 
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期日前投票立会人につきましては、選挙権を有する方の中から、今までに経験のある方を

中心に選出し依頼をし、本人の承諾を得て、議案としたものでございます。 

御承認いただけましたらそれぞれに選任通知を送付することとしております。よろしく御

審議の上、御決定をお願いいたします。 

以上で、議案第 30号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における期

日前投票立会人の選任について』の説明とさせていただきます。 

 

○ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

○ 各委員 

  特になし。 

 

○ 委員長 

特にないようですので、議案第 30号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員

選挙における期日前投票立会人の選任について』は、この案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 31号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における選挙

長及び選挙長職務代理者の選任について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

○ 事務局 

議案書の 16ページをお開きください。 

議案第 31号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員選挙における選挙長及び

選挙長職務代理者の選任について』、御説明いたします。 

本件は、公職選挙法第 75 条（選挙長）の規定に基づき選挙長を、公職選挙法施行令第

80条（選挙長職務代理者）の規定に基づき選挙長職務代理者を、それそれ御決定いただく

ものでございます。 

平成30年12月23日執行の西東京市議会議員選挙における選挙長に曽根原良仁委員長

を、選挙長職務代理者に上原敏彦委員長職務代理者を選任するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定をお願いいたします。 

 

○ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

○ 各委員 

  特になし。 

 

○ 委員長 

特にないようですので、議案第 31号『平成 30年 12月 23日執行の西東京市議会議員

選挙における選挙長及び選挙長職務代理者の選任について』は、この案のとおり決定いたし

ます。 

以上で、本日予定の議案等は、全て終了いたしました。 

次に、『その他』に移りたいと思います。事務局から何かありますか。 
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その他の内容について事務局より以下のとおり報告及び確認を行った。 

１ 西東京市議会議員選挙を明日告示すること。 

２ 立候補の届出の受付のため、選挙長の日程の確認。 

３ 現在の事前審査者数について。 

４ 事務局の体制について（局員の健康状態について。）。 

５ 次回選挙管理委員会の開催日程について 

  立候補の届出の締切後、選挙公報掲載順序及び指名等掲載順序を決定する必要があり、

西東京市選挙執行規程により、午後５時３０分から選挙公報掲載順序の決定、午後６時か

ら氏名等掲示掲載順序の決定となること。 

 

午前 10時 30分  終了 

 

以上 



 

平成 30 年度第 10 回西東京市選挙管理委員会 

 

 

日 時 平成 30 年 12 月 15 日（土） 

                         午前 10時 00 分から 

会 場 西東京市役所保谷庁舎別棟 

                         選挙管理委員会打合せ室 

 

 

 

議案第 25 号  西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

 

議案第 26 号  平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における西東京

市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について 

 

議案第 27 号  平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における投票管

理者及び投票管理者職務代理者の選任について 

 

議案第 28 号  平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における投票立

会人の選任について 

 

議案第 29 号  平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における期日前

投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について 

 

議案第 30 号  平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における期日前

投票立会人の選任について 

 

議案第 31 号  平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における選挙長

及び選挙長職務代理者の選任について 
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議案第 25 号 

 

 

 

西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

平成 30 年 12 月 15 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    

    



- 2 - 

平成 30年 12月 15日 在外選挙人名簿から抹消される者（２人） 

最 終 住 所 氏    名 生年月日 性別 備     考 

東京都西東京市   男 

国内の市町村の区域内に住所を

定めた日後４か月を経過する者 

住定日 平成 30 年８月 13 日 

（沖縄県） 

東京都西東京市   男 

国内の市町村の区域内に住所を

定めた日後４か月を経過する者 

住定日 平成 30 年８月 14 日 

（東京都） 
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議案第 26 号 

 

 

 

平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における西東京市選挙人名

簿登録者数（選挙時登録）の決定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

平成 30 年 12 月 15 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    
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議案第 27 号 

 

 

 

平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における投票管理者 

及び投票管理者職務代理者の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

平成 30 年 12 月 15 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    
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- 7 - 
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議案第 28 号 

 

 

 

平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における投票立会人の選任 

について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

平成 30 年 12 月 15 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    
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議案第 29 号 

 

 

 

平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における期日前投票管理者 

及び期日前投票管理者職務代理者の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

平成 30 年 12 月 15 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    
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議案第 30 号 

 

 

 

平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における期日前投票立会人

の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

平成 30 年 12 月 15 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    
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議案第 31 号 

 

 

 

平成 30 年 12 月 23 日執行の西東京市議会議員選挙における選挙長 

及び選挙長職務代理者の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

平成 30 年 12 月 15 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    

 

 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 75 条第 1 項及び公職選挙法施行令（昭

和 25 年政令 89 号）第 80 条第１項の規定により、平成 29 年 2 月 5 日執行の西東京

市長選挙における選挙長及び選挙長職務代理者を、次のとおり選任する。 

 

 

１ 選挙長 

氏 名  曽根原 良 仁 

住 所  東京都西東京市田無町五丁目 9 番 16 号 

 

２ 選挙長職務代理者 

氏 名  上 原 敏 彦 

住 所  東京都西東京市向台町二丁目 15 番 15 号 

 

 


